
令和6年度分  市民税・県民税申告書
（令和5年分所得）

（宛先）新潟市長　　　　　　　年  　月  　日提出

受 付 者

現 住 所

社会保険料
控除

生命保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料

旧生命保険料合計額

国民年金保険料

介護医療保険料合計額

後期高齢者医療保険料

新生命保険料合計額

旧個人年金保険料合計額新個人年金保険料合計額

地震契約分の支払保険料合計額

氏名 障害の種類と程度

氏名 障害の種類と程度

氏名

氏名

個人番号

国外居住

１

㉓

　扶 

養 

控 
除

生年月日

損害の原因

損害金額

損害年月日

保険金などで補塡される金額

同居・別居
の区分続柄 別居の場合の住所

・　・

旧長期契約分の支払保険料合計額

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額

その他（　　　　　　　） 合計

⑬

小規模企業
共済等掛金控除

⑭

⑮

障害者控除
⑳

雑損控除

㉖

医療費控除
㉗

配偶者控除・
配偶者特別控除・
同一生計配偶者

㉑～㉒

地震保険料控除
⑯

寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰～⑲ ⑰　□ 寡婦控除 ⑲ □ 勤労学生控除
（学校名）

同一生計配偶者
の場合は✓

身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

配偶者の
合計所得金額

別居の場合の住所

明・大
昭・平

・　・明・大
昭・平

□30 歳未満又は 70 歳以上
□留学　□障害者　□38 万円以上の支払

国外居住 □30 歳未満又は 70 歳以上
□留学　□障害者　□38 万円以上の支払

国外居住 □30 歳未満又は 70 歳以上
□留学　□障害者　□38 万円以上の支払

□  同居
□  別居

個人番号

・　・明・大
昭・平

□  同居
□  別居

個人番号

・　・明・大
昭・平

□  同居
□  別居

２

３

１

２

３

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

（
控
除
対
象
外
）

・　・平・令

生 年
月 日

個人
番号

身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

□ひとり親
　控除

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

自宅・勤務先・携帯 ― ―

　年　　月　　日生
※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

氏名

生
年
月
日

１
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

３　所得から差し引かれる金額に関する事項

２
　
所
　
得
　
金
　
額

４
　
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

事
業

雑

雑

⑰～
　⑱
⑲～
　⑳
㉑～
　㉒

事
業

総
合
譲
渡

職業 電 話
整理番号

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘

円
円 円 円

円

円

円

円 円

損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額
円

支払医療費又は医薬品等購入費
円

保険金などで補塡される金額

この下の欄は、記入しないでください。  （添付書類：　有 ・ 無　）

円

控配 扶養親族同配 年少有 老

本人障害 本人専 青色申 次年送 所得
調整特別

　年　月　日
居住

年月日 区分 運　　マ　　パ　　在　　手運　　マ　　パ　　在　　手
健　　キ　　学　　源　　納

他
専従

配 他

特定 同老 老 他
内 内

扶養障害
同特 特別 他

内

円

円

円

円 円

円

円

円

円

級
度
級
度

□

選択する場合は✓を記入してください
セルフメディケーション税制□

個人番号

〈提出用〉 令和６年度　市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

令 和 6 年
1月1日現在
の 住 所

不 動 産

公的年金等

農　　　業
営　業　等

業 務
そ の 他
短 期
長 期

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

利 子
配 当
給 与

一 時

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）
社会保険料控除
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除
配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
基 礎 控 除

００００
００００
００００
００００
００００

⑬から㉔までの計
雑 損 控 除
医 療 費 控 除
合計（㉕＋㉖＋㉗）

●申告相談期間中（２/16～３/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、郵送に
よる提出にご協力ください。

　申告書の控えが必要な方や添付した書類の返却を希望する方は、申告書の控えや書類の返却を希望する旨を記載した
書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してください。返信用封筒の同封がない場合は提出いただいた添付書類等の返
却はいたしませんのでご了承ください。
　※返信用封筒の切手は料金不足とならないようご注意ください。

申告に必要なもの

添付書類チェック表

①　市民税・県民税申告書

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

項目等

事業・不動産 □ □

□ □
□ □
□ □

□ □

□ □

□□

□ □

□ □

□
□

□

給与 令和5年分の源泉徴収票は添付しましたか？ ⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
所

　
　
　得

控

　
　
　除

確認事項 チェック欄が『いいえ』の場合、お問い合わせなどの参考にしてください。チェック欄
はい いいえ

控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）
②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等

公的年金等（雑所得） 令和5年分の源泉徴収票は添付しましたか？ ⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払元で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払元から再交付を受けてください。個人年金（雑所得） 令和5年分の源泉徴収票は添付しましたか？

生命保険料控除 支払額のわかる控除証明書がありますか？
地震保険料控除 支払額のわかる控除証明書がありますか？

寄附金税額控除 寄附金の領収書・受領証明書がありますか？ ⇒寄附先へお問い合わせください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。
障害者控除

障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？ ⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

申告書裏面の７-２（事業）もしくは７-３（不動産）に
記入してありますか？

医療費控除

お住まいの区 担　当　係 電話番号（直通）
中央区・南区
東区・江南区
西区・西蒲区
北区・秋葉区

025-226-2245
025-226-2365
025-226-2370
025-226-2375

〒951-8554
新潟市中央区古町通７番町1010番地
古町ルフル３階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

令和5年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？

市 民 税 第１係
市 民 税 第２係
市 民 税 第３係
市 民 税 第４係

社会保険料控除
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
書の裏面７-２または７-３に記入してください。

⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。
　領収書は添付せず、５年間保存してください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。 

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

お問い合わせ先 郵送での提出先 地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

ZK
1C

31
79

51

給与から差引き（特別徴収）

自分で納付　 （普通徴収）
５　給与・公的年金等に係る所得以外（ 　　　　　　 ）
　　の所得に係る市民税・県民税の納税方法

令和6年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外 □

□

⇒その親族に係る「親族関係書類」、「送金関係書類」及び該当する事
由に応じて「留学ビザ等の書類」、「障害者確認書類」、「38万円以上
の送金が確認できる書類」のいずれかを添付してください。

国外居住親族について扶養控除の適用を受けるた
めの確認書類がありますか？扶養控除

個人番号

□  同居
□  別居

・　・平・令

個人番号

□  同居
□  別居

・　・平・令

個人番号

□  同居
□  別居

⑱
□死別　□生死不明  
□離婚　□未帰還



源
泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
書
類

源
泉
徴
収
票・生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
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支
払
証
明
書・医
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控
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明
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ど
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こ
の
面
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て
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さ
い
。 ◎配当控除（一般）

◎寄附金税額控除

◎調整控除（合計所得金額2,500万円以下の場合に適用）

①

② × ＝

－ ＝

主な税額控除

市民税・県民税の計算方法

※一般配当以外の配当所得がある場合は、計算方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。

・独立行政法人・地方独立行政法人・公益社団法人
・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人　等

課税総所得金額等
1,000万円以下の部分

課税標準額 調整控除額 控除の種類 控除の種類人的控除の差 人的控除の差
基礎控除 配偶者

控除

扶養控除

右記の配偶者
所得の場合

配偶者
特別控除
（ ）

一般
老人

一般
特定
老人
同居老親

5万円
18万円
10万円
13万円

48万円超50万円未満

5万円
1万円
10万円
22万円
1万円
5万円
1万円
1万円

5万円
10万円
5万円

50万円以上55万円未満 3万円

一般
特別
同居特別

母である者
父である者

勤労学生控除

寡婦控除

障害者
控除

ひとり親
控除

200万
円以下

（A）人的控除の差の
合計額（右表参照）

（Ａ）と（Ｂ）のいずれか
小さい額の5％を控除
（市民税4％・県民税
1％）

｛人的控除の差の合計額－（市・県民税の課税
標準額－200万円）｝×5％（市民税4％・県民税
1％）を控除
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500
円を控除

（Ｂ）市・県民税の
課税標準額

200万
円超

〈対象〉

市民税
配当所得の2.24％

県民税
配当所得の0.56％

課税総所得金額等
1,000万円超の部分

市民税
配当所得の1.12％

県民税
配当所得の0.28％

ア都道府県・市区町村（特例控除対象）（※１）
イ新潟県共同募金会・日本赤十字社新潟県支部・都道府県・市区町村（特例
控除対象以外）

ウ所得税の対象寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するも
のとして新潟県又は新潟市が条例で指定したもの（※２）
※１東日本大震災等の被災地の県や市町村への寄附金、日本赤十字社や中央
共同募金会、日本政府などへのうち、義援金も控除の対象となる場合がありま
す。寄附をした都道府県・市区町村が特例控除対象かどうかは総務省のＨＰ
等で確認できます。

※２新潟県では下記のうち、新潟県内に事務所・事業所を有する法人又は団体
　　新潟市では下記のうち、新潟市内に事務所・事業所を有する法人又は団体
（新潟県のみが条例で指定した団体等への寄附金は、県民税分のみに税
額控除が適用されます。）

〈寄附金税額控除の計算方法〉

◆人的控除の差

都道府県・市区町村（特例控除対象）への寄附金は下記の①と②の合
計額を、それ以外の寄附金は①の額を税額控除します。ただし、控除
の対象となる寄附金の総額は総所得金額等の30％が限度です。

①（寄附金額－2,000円）×10％（市民税８％・県民税２％）
②（寄附金額－2,000円）×（90％－寄附者の所得税の税率（復興特
別所得税含む））

※②の額は、市民税・県民税所得割額の２割が限度です。また、②
の額は、市民税から４/５・県民税から１/５が控除されます。

◆ワンストップ特例とは、確定申告をする義務のない人かつ給与及
び公的年金等の所得のみの人が特例控除対象の自治体に寄附した
時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請」をすることで、確定申告を
しなくても所得税分もあわせて市・県民税から控除される制度です。申告
するときには、寄附金についての記載がないと控除されません。
　（市・県民税の申告では所得税分の控除まで受けることはできません。）

※配偶者（特別）控除は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合のみ記載しています。

申告書（提出用）の
表面「２所得金額」の⑫の金額

円

申告書（提出用）の
表面「４所得から差し引かれる金額」の㉘の金額

円
Ⓐ

課税標準額
（千円未満端数切捨て）

,000円

Ⓐ
課税標準額

この⑫の金額が415,000円以下の場合、課税されません。
※ただし、次の場合は金額が異なります。
　ア　同一生計配偶者又は扶養親族（16歳未満含む）がいる場合
　イ　申告者本人が障害者・未成年者・寡婦又はひとり親の場合

,000円

③ ＋ ＝Ⓑ
所得割額【概算】

00円

市民税・県民税額【概算】

00円

＋森林環境税（国税）　1,000円

均等割額
（市民税3,000円・県民税1,000円）

円

Ⓑ

所得割額【概算】
（百円未満端数切捨て）

税率10％
（市民税8％・県民税2％）

４,000

00円

税額の計算（参考）

　この所得割額【概算】から、税額控除（調整控除・寄附金税額控除・配当控除など）
を差し引きます。
　なお、分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

減価償却資産の名称 取得年月 未償却残高取得価格
ⓐ ⓑ面積又

は数量
償却の基準に

なる金額
ⓔ 本年分の償却費

（ⓑ╳ⓒ╳ⓓ）
必要経費算入額

（ⓔ╳ⓕ）
ⓒ
償却率

ⓓ
月割

計

ⓕ
専用割合

耐用
年数

円

円
新潟市分新潟県分

住所地の条例指定分（社会福祉法人・学校法人等）都道府県・市区町村分
（特例控除対象）

氏 　名 ① 非課税所得により
生活している 遺族年金・障害年金・雇用保険・その他（　　　　　　　　　　）

住所
氏名

電話　　　－　　　－　
生年月日　　　 ・　 　・　　　続柄

該当のものを○で囲んでください。

預貯金・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
該当のものを○で囲んでください。

令和6年1月1日現在の住所
② 令和6年1月1日現在他市

町村に居住していた

③ 右記の者から扶養又は
仕送りを受けている

④ その他の事情
（生活費の状況など）

生年月日 続柄・　・明・大・昭
平・令

特別障害者に
該当する場合

別居の場合
の住所

開始・廃止 　月　　　　日前年中の開（廃）業 □　他都道府県の事務所等

級
度

住所地の共同募金会・日赤支部分・
都道府県・市区町村分（特例控除対象以外）

円円円

円円年円円年　　月
・

・

12

12

月 ％

１５ 所得金額調整控除に関する事項

14-2 寄附先に関する事項

7-4 減価償却費の計算

参考   前年中所得のなかった人などの記入欄

寄附先の名称・所在地 寄附金の金額
円

個人番号

14-1 寄附金に関する事項

◆税制改正により、平成19年４月１日以後に取得した減価償却資産と平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産で償却率が異なります。

「都道府県・市区町村分（特例控除対象）」、「住所地の共同募金会・日赤支部分・都道府県・市区町村分（特例控除
対象以外）」の各欄には、当該団体へ寄附した金額を記入してください。「住所地の条例指定分」の「新潟県分」、「新
潟市分」の各欄には新潟県、新潟市の条例で指定された寄附金を支出した場合にそれぞれ記入してください。 

給与等の収入金額が850万円を超えており、23歳未満の扶養親族
を有する場合や、本人または同一生計配偶者・扶養親族が特別障
害者の場合に、該当者一人分について記入してください。

氏名

個人番号 従事月数
１

続柄生年月日 専従者給与（控除）額別居の場合の住所同居・別居の区分
□同居　□別居

11 事業専従者に関する事項

円損益通算の特例適用
前の不動産所得非課税所得など

番号 所得金額 円

所得の種類 支払者名・法人番号
又は所在地等 収入金額

円

7-1　収入の内訳 8・9・10　配当所得・雑所得（公的年金等以外）・総合譲渡所得・一時所得に関する事項
所得の種類 種目・支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等 収入金額
円

必要経費
円

差引金額
円

１３ 事業税に関する事項
資産の種類 損失額、被災損失額（白）

円
事業用資産の
譲渡損失など

〔 〕
月
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12

日　給 月　収

業種

科　目

必

　
　要

　
　経

　
　費

必

　
　要

　
　経

　
　費

収
入
金
額

計

計

計

借受人氏名（名称） 期間 賃貸金額計家賃・地代

売上（収入）金額計
（雑収入を含む） ①

①

②
③
④
⑤

②
③
④
⑤

金　　額
所在地

屋号

円
円

円

円月

円

円
勤務日数

6 給与所得の内訳 7-2 事業（営業等・農業）所得に関する事項 7-3 不動産所得に関する事項

家賃収入などの内訳

科　　目 金　　額日給などの給与所得のある人で、源泉徴収票のない人は
記入してください。

賞 与 等

給料賃金・雇人費
減 価 償 却 費

地代家賃・小作料
借 入 金 利 子 等
租 税 公 課
水 道 光 熱 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
損 害 保 険 料
修 繕 費
消 耗 品 費

家 賃 収 入
地 代 収 入

固 定 資 産 税
損 害 保 険 料
修 繕 費
減 価 償 却 費

借 入 金 利 子 等

売 上 原 価
（棚卸高加減後の仕入金額）

専従者控除前の所得金額
（①－②）

専 従 者 控 除 額

専従者控除前の所得金額
（①－②）

専 従 者 控 除 額
所得金額（③－④）合 計

法人番号又は
　 所 在 地 　

勤 務 先 名

電 話 番 号

・　・明・大
昭・平

明・大
昭・平

個人番号
２ □同居　□別居

所得税における青色申告の承認の有無 承認あり　・　承認なし 合計額

・　・

円

か月

か月従事月数

円

円

氏名

個人番号 従事月数
１

続柄生年月日 専従者給与（控除）額住所国外居住
□30歳未満又は70歳以上
□留学　□障害者
□38万円以上の支払

□30歳未満又は70歳以上
□留学　□障害者
□38万円以上の支払

12 別居の扶養親族に関する事項（別居の被扶養者、事業専従者について追加があれば記入）

・　・明・大
昭・平・令

・　・明・大
昭・平・令

個人番号
２

円

か月

か月従事月数

円

所得金額（③－④）


